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1．事業の全体概要及び目的 

本業務は、地域資源と経済の好循環によるエネルギーの地産地消の取組拡大と加速化を図

るため、地域特性を生かした実現可能性の高い新たな再生可能エネルギーの開拓と再生可能

エネルギーの地域還元モデルの確立に向けて、以下の業務を実施するものである。 

 

図表 1 本調査における実施項目とその概要 

 
 

本報告書では、それぞれの実施項目を下表のとおり整理取りまとめを行った。 

上図中の実施項目 本報告書での項目 

（１）もみ殻の有効活用 2.1 

（２）生ごみ・下水汚泥等の有効活用 2.2 

（３）観光シャトルバス・ぶらりん号の電気自動車化時の事業可能性調査 
2.3.2 観光シャトルバス 

2.3.3 ぶらりん号 

2.3.4 予約型乗合交通 

2.3.5 スクールバス 

なお導入・考察等は共通 
（４）予約型乗合交通・スクールバス 

（５）民間企業等のバイオマス由来熱利用時の事業化可能性調査 2.4 

（６）自律分散型エネルギー供給体制の創設に向けた調査 2.5 
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（１）もみ殻の有効活用について 

2.1.5本市への適応可能性の検討・課題整理 

喜多方市での適応可能性の検討・課題について以下のとおり整理を行った。 

 

カントリーエレベータ・ライスセンターでの導入について 

既設の喜多方 CE、塩川 CE、高郷 RC では、それぞれ灯油等の化石由来資源を燃焼させて乾

燥を行っている。商用化されているもみ殻熱風発生システムは、これをもみ殻燃料型に代替

（あるいは追加）するシステムであるため、付随する設備をそのまま利用可能であるととも

に、化石資源使用量を削減することが可能となる。農研機構よると、灯油との比較で、CO2排

出量を 1/5 に縮減かつランニングコストを 1/4 に圧縮できるとの試算結果を公表しており、

運転時のメリットは大きい。 

また、稼働状況に照らした場合、それぞれの施設の稼働はコメの収穫時の 10 月～12 月に

集中しているが、燃料となるもみ殻を同一施設でそのまま燃焼炉に投入可能であり、合理的

な利用方法の一つである。 

焼却灰については、400～600℃での低温燃焼が可能であり、その結果生成される「燻炭」

は土壌資材等として活用可能である。 

新規投資が課題となるが、農業振興、中小企業振興（設備高度化）、地球温暖化対策など幅

広いテーマでの国庫補助事業を想定することが可能である。各施策の目的に照らし有利な条

件で導入可能性を検討することが有効である。 

なお、小型ガス化発電システムについては、現段階では技術・経済性ともに判断材料に乏

しいため、今後導入実績が増えていくことで技術面・実効性の評価が容易になった段階での

検討と、その際には農業分野での機械化や地球温暖化・再生可能エネルギー等の普及の観点

からの公的補助との組み合わせ等による導入検討が有効である。 

 

農業者・農業経営体での導入について 

施設園芸ハウス用の加温ボイラは従前から灯油等の化石資源を燃料としてきている。下表

のとおり、アスパラ、キュウリ、ミニトマト、花卉の品目ごとに温度管理の目安を示したが、

喜多方市の気温特性を踏まえると主に秋～冬～春先で安定した熱供給が必要であり、これを

賄えることが理想である。 

個々の農業者・農業経営体において、コメの収穫時期と全ての精米時期が重なるわけでは

ないが、秋口の熱需要は化石資源由来ボイラ、それ以降の熱需要はもみ殻利用ボイラといっ

た利用の場合、上述のカントリーエレベータ同様に CO2 排出量削減、化石資源利用削減に伴

うランニングコスト削減が可能である。400～600℃での燃焼により生成される「燻炭」は土

壌資材等として活用可能であることから、複合経営農家にとってメリットは大きい。 

更に、農業者・農業経営体として約 10ha規模の稲作で約 1トンのもみ殻を適切に利用・処

理していくことを考える必要があるが、化石資源由来のボイラとあわせて循環資源であるも

み殻活用を検討することで、安定的な農業経営を実現させることも可能となる。 
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図表 2 作物種別（施設栽培）の生育適温と温度管理のポイント1 

作物 生育適温 備考 

アスパラガス 5~35℃（適温は 15~20℃） 
初年度の播種直後（冬期）及び 2年目以降

の冬期の最低温度管理として利用可能 

キュウリ 12～30℃ 
収穫期（秋冬）の最低温度管理として利用

可能 

ミニトマト 

育苗：前期 15～25℃、後期 12

～23℃ 

本圃：15～28℃ 

冬期の本圃における最低温度管理として

利用可能 

花卉 

（トルコギキョウ） 
15～25℃（発芽は 20～25℃） 

品種・作付けにもよるが特に冬期の最低温

度管理として利用可能 

 

図表 3 作物種別（施設栽培）の生育適温を得るための重油消費量及び削減量 

作物 

生育適温を得るため

の A重油消費量 

(10aあたり)2 

CO2排出量 

(kg/年)※ 

もみ殻ボイラへの切替による 

A 重油削減効果 

(kg/年) 

10% 30% 50% 80% 

アスパラガス 約 8,000L/年 21,680 2,168 6,504 10,840 17,344 

キュウリ 約 2,500L/年 6,775 678 2,033 3,388 5,420 

ミニトマト 約 3,000L/年 8,130 813 2,439 4,065 6,504 

花卉 

（トルコギキョウ） 
約 25,000L/年 67,750 6,775 20,325 33,875 54,200 

※環境省：燃料別の二酸化炭素排出量の例より A 重油の単位当たり排出量 2.710kg-CO2/Lより 

  

                                                      
1 農研機構資料、各作物の暦等を基に作成 
2 農林水産省「施設園芸をめぐる情勢」（平成 28年 6月）、「原油の高騰に伴う施設園芸の省エネ対策について」

（熊本県野菜振興協会）等を基に同種の温度確保を行う経営指標から MRIにて設定。 
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（２）生ごみ・下水汚泥等の有効活用 

2.2.4本市への適応可能性の検討・課題整理 

これまでの導入事例やその特徴、コスト評価結果の事例に基づくと、喜多方市での乾式

メタン発酵設備の導入は親和性が高いものと考えられる。更に隣接する焼却設備の更新と合

わせた設備導入により、運用コストを削減できる可能性があるものと思われる。 

今後の導入に際しての課題については、以下の項目を協力いただけるメーカー等と詰めて

いく必要があるものと思われる。 

 

図表 4 メタン発酵設備の導入に向けた課題 

課題事項 具体的内容 

メタン菌を使用した

発酵試験の実施 

 喜多方市のごみの詳細な性状を分析するとともに、湿式、乾式

に関わらず、発酵試験を行いバイオガスが得られることを確

認するとともに、発酵に要した日数から施設規模を決めてい

くことが求められる（特にガス発生量が大きい紙ごみとガス

発生量の小さい下水汚泥との混合割合を注視した確認がポイ

ント） 

設備導入に向けたス

ケジュールの作成 

 隣接する焼却場のボイラ更新時期を見据えて、具体的な導入

時期とそれに向けたスケジュールを作成する。 

技術提供を行うメー

カーからの概算見積

もりの取得・検討 

 乾式メタン発酵を提供する複数社から概算コストと具体的な

マテリアルフローに基づく基本設計を固める必要がある。 

設備導入に向けた補

助金の申請、固定価格

買取制度による売電

を行う場合の事業計

画認定申請 

 設備の管理運営を行う一部事務組合を主体として、設備導入

に必要な補助金予算の申請を環境省や県庁に対して行う必要

がある。また、固定価格買取制度で売電事業を行うために、経

済産業省に対して事業計画認定申請を行うことが必要にな

る。 

 

(1)事業体制等の前提条件 

一部事務組合として、喜多方市、北塩原村、西会津町のごみも受け入れ処理を行ってきて

おり、総量を対象とした計画とすることが望ましい。 

また、現在の環境センターに隣接する立地で設備導入を想定し、運用されている焼却炉の

更新に合わせたタイミングで導入の可否などを検討することが有効である。 

 

(2)乾式メタン発酵施設とごみ焼却施設の並列方式のシステム構成例 

ごみ焼却場と乾式メタン発酵施設が並列する場合、乾式メタン発酵設備に投入されるバイ

オマスについては、湿潤系のものが受入ホッパーから投入され、紙ごみがごみ焼却場の受入

設備を経由して、投入される。また、メタン発酵施設から発生する発酵残渣は、ごみ焼却場

に再投入されて燃焼させられるとともに、その排熱は、乾式メタン発酵施設の加温に用いら
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れる。 

喜多方市では既存焼却設備を有することや、ごみ分別区分を変更せずに対応可能であるこ

とが利点となると考えられる。 

さらに、地域資源の循環利用という観点から下水処理場からの下水汚泥の受け入れを視野

にシステム検討がなされることが肝要である。前述のとおり、ガス発生原単位が極端に小さ

いことから投入できる限界量を見極める必要がある。 
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（３）観光シャトルバス・ぶらりん号の電気自動車化時の事業可能性調査 

（４）予約型乗合交通・スクールバス 

2.3.6本市への適用可能性の検討・課題整理 

(1)電動バスの導入に際しての評価・効果について 

先行事例からの示唆として下記の事項を踏まえた評価が重要である。 

 

①環境調和性、車内環境、運転性能に関する評価 

 地域交通グリーン化事業を活用して導入された電動バスは、既存のディーゼルバ

スに比べて、環境調和性、車内環境、運転性能に関して以下の評価を得ている。 

• 走行時に CO2 やその他の排出ガスを出さない（PHEV を除く）。 

• 車内の騒音、振動が少ない（乗客、乗務員）。 

• 発進時の加速性、登坂性、走行中の追い越し時の加速性が優れている（乗

務員）。 

 

 

②経済性に関する評価 

 導入事業者の使用実績では、既存のディーゼルバスに比べて、以下のように電動

バスの走行費用に対する経済的な優位性があることを示している。 

• 車両購入費用は、既存車両に比べて高価であるが、国等の補助制度を利用

するなどして、同等以下の負担に収まっている（車両本体価格の 1／2～

1／3 の補助）。 

• 運行費用（燃料油脂費又は充電費用)は、既存車両に比べて 8～44％の削

減が期待できる。 

• 車両整備費（車検整備費＋車検以外の整備費用）は、既存車両に比べて 0

～55％の削減が期待できる。 

• 充電設備の導入費用は、設置工事等の付帯費用まで含めている事業者が

あり、設備費用に幅があるが、国等の補助制度を利用して負担を軽減して

いる（充電設備等の 1／2～1／3 の補助）。 

 

 

③導入台数による電気料金の基本料金への影響 

 電気料金は、基本料金と電力量料金に分かれており、電気バスの導入台数が 1 台

の場合、使用電力量にもよるが、基本料金が電力量料金の半分以上を占めること

がある。このため電気バスを複数導入することにより 1 台当たりの基本料金が

安くなり運行費用を抑えることができる。 
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④事業運営に寄与する副次的効果 

 導入事業者からあげられた電動バス導入による省エネ、CO2 削減以外の事業運

営に寄与する主な副次的効果は、「企業のイメージアップが図られる」、「地域の

イメージアップが図られる」、「観光振興など地域の活性化が図られる」、「従業員

の環境意識が向上する」である。 

 電動バスを運行していることが、環境問題に貢献している企業であるといったイ

メージアップに繋がっているとの意見が多くあげられている。 

 

 

⑤導入にあたっての独自の工夫 

 導入事業者が電動バス導入の際に取り組んだ独自の工夫には、バスに地域をイメ

ージしたデザインを施して観光振興や地域おこしなどの広報を行うものや車内

に電気バスのメカニズムの説明用のボードを設置するなどの例がある。また、大

規模太陽光発電装置に蓄電池付急速充電設備を設置して再生可能エネルギー由

来の電気を使用してバスの運行のゼロエミッション化を達成している導入事業

者もいる。 

 

 

(2)事業性確保に向けた検討 

喜多方市での電動バス導入可能性について、以下の 3 つのパターンを想定し検討を行った。 

 

図表 5 喜多方市での電動バス導入シナリオ（イメージ） 

導入形態 特徴 

１．市による所有 • 市が購入し、委託事業者に貸与等により運行

することを想定。 

• 市所有のため、有利な起債等による購入検討

が可能。 

• 平時は電気自動車として運行し、災害時は蓄

電池として活用するという公共的な観点か

ら検討余地あり。 

２．委託事業者による所有 • 現状で市の交通を委託された事業者自らが

所有・運行することを想定。 

• 委託された事業者の資産となるため、委託業

務範囲外での活用も可能。 

３．エネルギー会社による所有 • 地域の電力を支える企業として、平時は電気

自動車として運行し、災害時は蓄電池として

活用するといった地域貢献を見据えた所有

を想定。 
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• 平時の運行は、市を通じて各委託事業者が行

うことを想定。 

（注）所有は、購入・リース等いずれの場合も含む。 

【共通の課題】 

  導入を検討するにあたり、共通の課題は「導入コスト」「インフラ」「航続距離」である。 

国土交通省「電気バス導入ガイドライン」等での指摘もあるとおり、従来型のディーゼ

ル・ガソリン車と比較し、最も価格差の小さい小型車両でも 2 倍以下の価格までコストダ

ウンが図られてきているが、導入時の公的補助制度等はしばらく必要とされている。 

また、インフラとなる充電ステーションの設置についても費用面と利用頻度について課

題がある。市内では自動車販売店等に充電ステーションが設置されており、こうした民間

インフラとの連携による普及が不可欠である。 

更に、航続距離については、公共交通機関としての利用において重要なポイントである。

今回検討した公共交通機関（観光シャトルバス、ぶらりん号、予約型乗合交通、スクール

バス）は、いずれも日中の利用に限定されるものの、一回の充電後の稼働時間及び航続距

離が長い場合が多い。現在の電気バスの定格航続距離が約 30km とされる現状を踏まえる

と、充電時間の短縮や、バッテリーそのものを積み替えられる車両を選択するなど、追加

的な対策も視野に導入検討を行うことが必要である。 

 

【導入形態毎の課題等】 

 ① 市による所有 

公共交通用車両として市が購入し、委託事業者に貸与等により運行するケース。 

 市所有のため、有利な起債等による購入検討が可能。 

 市所有であることから、公共的な価値を説明できるような位置づけ等が求められる。 

例）平時は電気自動車として運行し、災害時は蓄電池として活用するという公共的な

観点から検討余地あり。 

・・・電気バスの定格航続距離 30km を前提とした場合交通計画上の位置づけは限定

的。一方で、「環境面」「小中学生への啓発」「持続可能な社会形成」「非常時の電源確

保」など副次的な価値が位置づけ可能であるか検討の余地あり。 

 

 ② 委託事業者による所有 

公共交通を委託された事業者自らが所有・運行するケース。 

 各社の資産であり、既存の委託業務と同じ契約条件とした場合には、委託業務範囲

外での活用も可能。 

 企業経営として、昨今の潮流に鑑み、環境対応に積極的な企業であることを PR 可

能。 

 公的補助等、適切な支援を行うことで事業者と行政（市）が負担を分担。 

・・・各社の経営判断によるところが大。前述のとおり、充電ステーションについて

は既存の自動車販売店等との優先連携を前提とするなど公共交通を担う事業者とし
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ての参入容易化といった施策も有効。 

 

 ③ エネルギー会社等による所有 

地域の電力を支える企業として、平時は電気自動車として運行し、災害時は蓄電池として

活用するといった地域貢献を見据えた所有のケース。 

 平時の運行は、行政（市）を通じて各委託事業者が行うことを想定。エネルギー会社

等は車両の利用料収入を見込む。 

 災害時には、非常用電源として市域の必要な個所（指令センター、避難所など）に配

置し、エネルギー会社として貢献可能。 

 交通行政だけでなく、災害に備えるという公的側面に鑑み、公的補助等適切な支援

を行うことで事業者と行政（市）が負担を分担。 

 

【各項目における課題】 

  検討対象とした公共交通機関（観光シャトルバス、ぶらりん号、予約型乗合交通、スク

ールバス）は、前述のとおり、一回の充電後の稼働時間及び航続距離が長く、現在の電気

バスの定格航続距離が約 30km を踏まえると、充電時間の短縮や、バッテリーそのものを

積み替えられる車両の選択などが必要となる。 

  また、下表のとおり、CO2 排出削減効果については、単独車両かつ季節限定運航となる

「観光シャトルバス」「ぶらりん号」では削減効果は限定的である一方で、複数車両かつ通

年運航となる「予約型乗合交通」「スクールバス」では導入割合にもよるが約 1 割の置換で

観光シャトルバスの削減効果と同等の効果が得られるという試算結果である。 

  市公共交通における PR プロモーションの観点からは、「観光シャトルバス」「ぶらりん

号」は単独車両運行であり、置き換えできればそのまま CO2 排出削減効果を発揮・アピー

ルできるという点で大変有効と考えられる。 

  一方で、交通弱者や小中学生に対してという観点から、「予約型乗合交通」「スクールバ

ス」について、費用面から一部置換に留まるものの、走行頻度及び走行距離等の観点から

一定程度の CO2 排出削減効果が見込まれ、大変有効である。 
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図表 6 検討対象とした公共交通機関（観光シャトルバス、ぶらりん号、予約型乗合交通、スクール

バス）の CO2排出削減効果の総括表 

 

  

項目 車両 総走行距離 CO2排出原単位 CO2排出量 CO2排出削減率 CO2排出削減量

km/年 g-CO2/km kg-CO2/年 % kg-CO2/年

A. 観光シャトルバス 大型 8,550 568 4,856 26 1,263

B. ぶらりん号 中型 3,300 289 954 18 172

導入割合（想定）

10% 20% 50% 80% 100%

C. 予約型乗合交通 小型 192,608 269 51,812 44 22,797 2,280 4,559 11,399 18,238 22,797

D. スクールバス 小型 133,655 269 35,953 44 15,819 1,582 3,164 7,910 12,656 15,819

市内

CO2排出削減合計

(A+B+C+D)

5,296 9,158 20,743 32,328 40,051
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（５）民間企業等のバイオマス由来熱利用時の事業化可能性調査 

2.4.6熱供給設備導入時に想定すべき支援・スキーム等 

(1)木質バイオマスボイラの設置ついて 

①熱需要施設における検討 

本調査では、市域における組立工場、酒造・食品製造及び医療・福祉の各セクターにおい

て相当程度の電力・熱需要があることを把握した。今後、相当程度の電力・熱需要を有し、

かつ木質バイオマスボイラの導入意向を有する民間事業者について、国による調査・補助費

を活用したより詳細な実現可能性検討・実施設計を行うことが有効である。 

既に重油ボイラ等を導入しており、追加的に木質バイオマスボイラ導入を検討する場合に

は、熱需要施設の実施設計・設備導入で可能な予算へのエントリーが必要である。また、組

立工場のように、専ら電力によって冷暖房を賄ってきた事業者の場合でも、再生可能エネル

ギーの活用や将来的な熱電利用に向けた構想策定などに活用可能な予算へのエントリーが可

能である。例えば、 

・経済産業省：地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金 

・環境省：再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業 

・環境省：地域循環共生圏関連予算 

等を活用することが可能であり、将来を見据え計画的に検討することが有効である。 

  

②地域の利害関係者の状況把握と連携強化 

木質バイオマスボイラ導入においては、関与する関係者の裾野が広く実現性及び継続性を

高めることが重要である。喜多方市が事務局である会津地域 13 市町村による「会津地域森

林資源活用事業推進協議会」が設置され、原料供給の安定化には一定の確度が見込まれてい

る状況である。また、地域全体の熱供給を担うことが想定されている会津森林活用機構

（株）による市内温浴施設（蔵の湯）での木質バイオマスボイラ導入が進められているとこ

ろである。こうした状況を契機に、酒造・食品製造及び医療・福祉の各セクターでの導入を

促すためにも、素材生産事業や森林資源を利用する利害関係者（電力・発電事業者、製材業

者など）との連携を強化することが重要である。 
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（６）自律分散型エネルギー供給体制の創設に向けた調査 

2.5.3事業スキーム ・ 市支援制度の素案の検討 

(2)喜多方市における事業スキーム及び市支援制度について 

事業スキームの検討 

喜多方市における自治体新電力の事業スキームを検討するにあたり、基本的スキームは前述

の通りであるが、主に以下の検討事項が挙げられる。 

 

＜検討項目例＞ 

(a) 事業コンセプト（地産地消、地域還元、再エネ拡大、産業振興、等） 

(b) 自治体としての関与度合い（出資比率、地域サービスとの協同、等） 

(c) 事業実施体制（域内外事業者の参画、地元金融機関の関与、等） 

(d) 役割分担（電源調達、需給管理、販売計画策定、営業、顧客管理、等） 

(e) 電源調達方針（安定電源、不安定電源、再生可能エネルギー、FIT/非 FIT/卒 FIT、等） 

(f) 販売戦略（顧客獲得、料金メニュー、等） 

(g) 資金調達方針（資本金額、事業収支、等） 

(h) 事業実施／設立スケジュール（及びこれらに伴う承認プロセス、等） 

(i) 地域還元策（及び地域課題との整合、等） 

 

 事業スキームの具体化に先立ち、自治体新電力の事業ビジョンの明確化とコンセプトづく

りが重要となる。これは事業に対して協力を得る、もしくは賛同者（発電事業者、需要家、出

資者等）を募る上で重要な要素である。そして、事業ビジョンに至る道筋の妥当性・現実性

を検証・確認しながら進めていき、事業の現実性を高めていくことが有効と考えられる。 

 また、事業の運営にあたっては、需給管理を始め、顧客管理、請求書発行・回収業務等が発

生するため、これら業務に対するノウハウの有無によっても体制面を検討する必要がある。

自前で業務可能でない限り、ノウハウを持つ業者に外部委託することを視野に入れて体制を

構築する必要がある。 

 上記を踏まえ、自治体としてどの程度事業に関与するかを最終的に判断する必要がある。

事業設立段階では、調達電源や需要家の規模感が定まらない可能性がある。よって自治体と

してはマイナー出資に止めておき、民間主導で事業を推進していくパターンも考えられる。

その他、下表に示す通り、自治体の出資割合によって監査義務や議会への報告義務が異なる

ため、この点もおさえておく必要がある。 
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図表 7 自治体出資割合とその関係 

 

 

なお、2019 年 10 月時点における事業計画認定状況によれば、喜多方市内で認定を取得する

事業者のうち、認定件数及び認定容量ともに最も多い事業者は会津電力株式会社（グループ

会社であるアイパワーアセット株式会社及びアイパワー株式会社の認定設備を含む）である

（認定件数 19 件、合計出力 3,630kW）。域内の電源を調達する際においては、市内における

認定設備数（設備容量）の上位事業者を調達先電源として検討していくことで効率的に電源

調達を進めることが重要である。 

 

 

出所）資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト（2019 年 10 月 31 日 時点）を基に MRI 作成 

https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfo （閲覧日 2020 年 2 月 13 日） 

図表 8 （喜多方市）太陽光発電の事業計画認定 上位 5社（合計出力ベース） 
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出所）資源エネルギー庁 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト（2019 年 10 月 31 日 時点）を基に MRI 作成 

https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfo （閲覧日 2020 年 2 月 13 日） 

図表 9  （喜多方市）太陽光発電の事業計画認定 合計出力上位 5社における認定件数 

 

①市支援制度の検討 

 自治体新電力を設立・事業化する場合、市の支援として考えられるのは、情報提供/発信面

での支援、体制構築面での支援、行政連携面での支援、等が挙げられる。下表は支援のあく

までイメージであるが、喜多方市での地域課題や特徴等を踏まえて今後より具体化させてい

く必要がある。 

 

図表 10 支援策の検討切り口とイメージ 

支援制度の検討切り口 支援のイメージ 

情報面での支援 
 市内の電源・需要設備情報、需給実績データの提供 

 広報活動、市民への啓蒙や情報発信 

体制面での支援 
 発電事業者・需要家の獲得支援 

 域内事業者との連携体制構築支援 

行政面での支援 
 地域サービスを貢献メニューに取り入れる際の連携

支援 

 

 


